
0

介護ロボット 導入活用支援事業について
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1.介護ロボット導入活用支援事業補助金 とは
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介護ロボット 導入活用支援事業1.介護ロボット導入活用支援事業補助金 とは

目的

介護ロボットの導入

介護事業者の
・負担軽減
・業務効率化

・離職及び定着促進
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介護ロボット 導入活用支援事業1.介護ロボット導入活用支援事業補助金 とは

（千円）

平成３０年度

1,250万円

予算の推移 令和5年度

3億58万3千円
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2-1.介護ロボットとは（定義）
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介護ロボット 導入活用支援事業2-1.介護ロボットとは（定義）

大阪府のHPにもリンク
（https://robotcare.jp/data/news/pr
oducts_list.pdf）を記載していますの
で、ご確認ください。

定義1 経済産業省の「ロボット介護機器開発・導入促進事業」
において採択された介護ロボット
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介護ロボット 導入活用支援事業2-1.介護ロボットとは（定義）

定義2 ・情報を感知（センサー）

・判断（知能、制御系）

・動作（駆動系）

3つの要素技術を有する、知能化した機械システム
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介護ロボット 導入活用支援事業2-1.介護ロボットとは（定義）

定義2の対象外（例）

・てこの原理を利用するだけのもの

・人工筋肉、空気圧を利用するだけのもの

・踏めば鳴るだけのもの

・センサーに触れるだけで発報するもの
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2-2.介護ロボットの重点分野
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

 

 

   

移乗介護（装着型・非装着型） 移動支援 排泄支援 

 

 
  

見守り・コミュニケーション 入浴支援 介護業務支援 
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

1-1.移乗介護
（装着型）

●ロボット技術を用いて介助者のパワーアシスト
を行う装着型の機器

（定義）
・介助者が装着して用い、移乗介助の際の腰の
負担を軽減する。

・介助者が一人で着脱可能であること。

・ベッド、車いす、便器の間の移乗に用いること
ができる。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

1-2.移乗介護
（非装着型）

●ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作の
パワーアシストを行う非装着型の機器

（定義）

・移乗開始から終了まで、介助者が一人で使用すること
ができる。

・ベッドと車いすの間の移乗に用いることができる。

・要介護者を移乗させる際、介助者の力の全部又は一部
のパワーアシストを行うこと。

・機器据付けのための土台設置工事等の据付け工事を
伴わない。

・つり下げ式移動用リフトは除く。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

2-1.移動支援

●高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット
技術を用いた歩行支援機器

（定義）
・使用者が一人で用いる手押し車型（歩行車、シルバーカー等）の
機器。
・高齢者等が自らの足で歩行することを支援することができる。
搭乗するものは対象としない。
・荷物を載せて移動することができる。
・モーター等により、移動をアシストする。（上り坂では推進し、かつ
下り坂ではブレーキをかける駆動力がはたらくもの。）
・４つ以上の車輪を有する。
・不整地を安定的に移動できる車輪径である。
・通常の状態又は折りたたむことで、普通自動車の車内やトランクに
搭載することができる大きさである。
・マニュアルのブレーキがついている。
・雨天時に屋外に放置しても機能に支障がないよう、防水対策が
なされている。
・介助者が持ち上げられる重量（30㎏以下）である。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

2-2.移動支援

●高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレの
往復やトイレ内での姿勢保持を支援するロボット技術を用い
た歩行支援機器

（定義）

・一人で使用できる又は一人の介助者の支援の下で使用できる。

・使者者が自らの足で歩行することを支援することができる。
搭乗するものは対象としない。

・食堂や居間での椅子からの立ち上がりやベッドからの立ち上がりを
主に想定し、使用者が椅座位・端座位から立ち上がる動作を支援す
ることができる。

・トイレの中での一連の動作（便座への立ち座り、ズボンの上げ下げ、
清拭、トイレ内での方向転換）の際の転倒を防ぐ
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

2-3.移動支援
●高齢者等の外出等をサポートし、転倒予防や歩行等
を補助するロボット技術を用いた装着型の移動支援
機器

（定義）

・使用者が一人で用いる装着型の機器。

・自立歩行できる使用者の転倒に繋がるような動作
等を検知し、使用者に通知して、転倒を予防すること
ができる、または、自立して起居できる使用者の立ち
座りや歩行を支援できる。

・歩行補助具等を併用してもよい。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

3-1.排泄支援
●排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の
調整可能なトイレ

（定義）

・使用者が居室で用いる便器。
排泄物のにおいが室内に広がらないよう、排泄物
を室外へ流す、又は容器や袋に密閉して隔離する。

・室内での設置位置を調整可能であること。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

3-2.排泄支援
●ロボット技術を用いて排泄を予測し、的確なタイミング
でトイレに誘導する機器

（定義）

・使用者が装着する場合には、容易に着脱可能である
こと。

・使用者の生体情報等に基づき排尿又は排便を予測
することができる。

・予測結果に基づき的確なタイミングで使用者をトイレ
に誘導することができる。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

3-3.排泄支援
●ロボット技術を用いてトイレ内での下衣の着脱等の
排泄の一連の動作を支援する機器

（定義）

・使用者が一人で使用できる又は一人の介助者の支援
の下で使用できる。

・トイレ内での下衣の着脱等の排泄の一連の動作を支援
することができる。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

4-1.見守り・
コミュニケーション

●介護施設において使用する、センサーや外部通信
機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラット
フォーム

（定義）

・複数の要介護者を同時に見守ることが可能。

・施設内各所にいる複数の介護従事者へ同時に情報
共有することが可能。

・昼夜問わず使用できる。

・要介護者が自発的に助けを求める行動（ボタンを押す、
声を出す等）から得る情報だけに依存しない。

・要介護者がベッドから離れようとしている状態又は離れ
たことを検知し、介護従事者へ通報できる。

・認知症の方の見守りプラットフォームとして、機能の拡張
又は他の機器・ソフトウェアとの接続ができる。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

4-2.見守り・
コミュニケーション

●高齢者等とのコミュニケーションにロボット技術
を用いた生活支援機器

（定義）

・高齢者等の日常生活全般が支援対象となり得る。

・高齢者等の言語や顔、存在等を認識し、得られた
情報を元に判断して情報伝達ができる。

・双方向の情報伝達によって高齢者等の活動を促
し、ＡＤＬ（日常生活活動）を維持向上することが
できる。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

5.入浴支援

●ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の
動作を支援する機器

（定義）

・要介護者が一人で使用できる又は一人の介助者の支援
の下で使用できる。

・要介護者の浴室から浴槽への出入り動作、浴槽をまたぎ
湯船につかるまでの一連の動作を支援できる。

・機器を使用しても、少なくとも胸部まで湯に浸かることが
できる。

・要介護者の家族が入浴する際に邪魔にならないよう、介
助者が一人で取り外し又は収納・片付けをすることがで
きる。

・特別な工事なしに設置できる。
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介護ロボット 導入活用支援事業2-2.介護ロボットの重点分野

6.介護業務
支援

●ロボット技術を用いて、見守り、移動支援、排泄支援をはじめ
とする介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、それを基に、高齢
者等の必要な支援に活用することを可能とする機器

（定義）

・共有する情報は、ロボット介護機器により得られたものとする。

・介護サービスの内容を共有することが可能であれば、加点評
価する。

・共有した情報を活用して、ロボット介護機器が適切な動作を
行うことが可能であれば、加点評価する。

・共有した情報を、介護記録システムやケアプラン作成システ
ム等に連結することが可能であれば、加点評価する。

・連結対象のロボット介護機器の端末を一つに集約することが
可能であれば、加点評価する。
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3.補助金申請の流れ
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介護ロボット 導入活用支援事業3.補助金申請の流れ

審
査
（
大
阪
府
）

交
付
決
定
（
大
阪
府
）

事
前
エ
ン
ト
リ
ー
（
法
人
様
）

抽
選
（
大
阪
府
）

申
請
書
類
提
出
（
法
人
様
）

7月中旬から8月上旬予定（6月末以降にHP更新）
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4.補助金内容
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介護ロボット 導入活用支援事業4.補助金内容

補助金内容

補助総額：300,583千円（昨年度260,050千円）

補助対象者：介護保険法による指定を大阪府内で受け、
介護サービスを提供する事業者

（居宅介護事業者、介護予防サービス事業者は除く）

補助割合：導入費の1/2または、3/4を補助。
ただし上限あり



26

介護ロボット 導入活用支援事業4.補助金内容

補助金内容 補助割合：導入費の1/2または、3/4を補助。
ただし上限あり

対象ロボットの種別 機器1台あたり 1事業所あたり

介護ロボット

・移譲支援（装着型、非装着型）

・入浴支援
最大100万円

最大500万円

・上記以外 最大30万円

見守り機器導入に伴う通信環境整備 － 最大750万円

最大1250万円
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介護ロボット 導入活用支援事業4.補助金内容

見守り機器導入に
伴う通信環境整備

見守り機器を効果的に活用するため
に必要な通信環境を整備

補助対象

・Wi-Fi環境 （アクセスポイント等）

・インカム （ハンズフリーで情報共有ができる）

・介護記録ソフト
６月末以降に
大阪府のHPを
ご確認ください。
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介護ロボット 導入活用支援事業4.補助金内容

補助金内容 補助割合：導入費の1/2または、3/4を補助。
ただし上限あり

② 従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うとともに、
利用者のケアの質の維持・向上や職員の休憩時間の確
保等の負担軽減に資する取組を行うことを予定している
こと

①少なくとも、以下の3つを活用すること

・見守りセンサー

・インカム・スマートフォン等のICT機器

・介護記録ソフト
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介護ロボット 導入活用支援事業4.補助金内容

詳しくは、6月末から7月上旬頃更新予定の

大阪府HP「介護ロボット導入活用支援事業補助金」
をご確認ください。

研修後のアンケートにもご協力くださいま
すよう、よろしくお願いいたします。


